
1 心の健康づくりの基本的考え方

2 教職員のメンタルヘルス不調の現状

愛媛県の精神疾患で休職している教員数は平成23年度の60人をピークとして、その後やや減少し、50人前後で推移している。

病気休職に占める精神疾患の割合は過半数を占めており、全国平均を下回っているものの依然として深刻な状況にある。

3 評価基準の達成状況
評価基準１　ストレスチェック受検率　県立学校99.6％、事務局99.2％（R3年度）

評価基準２　健康相談室の利用件数　876件（R2年度）

評価基準３　メンタルヘルス研修の参加率　県立学校85.1％、事務局78.6％（R3年度）

4 今後の推進方針

5 重点的な取り組み事項

6 メンタルヘルスケアにおけるプライバシーの保護

7 計画の評価と見直し

「こころの健康づくり計
画」の策定

個人情報保護法等の遵守

愛媛県教職員こころの健康づくり計画の概要

職場には、個人の
力では取り除くこ
とができないスト
レス要因が存在

管理監督者や産業
保健スタッフによる
組織的なメンタルヘ
ルスケアが行われる
必要

◎教育委員会が積
極的に取り組む姿
勢を明確化
◎メンタルヘルスケ
アの計画的、継続
的な実施

個々の教職員
が行うセルフケ
アの重要性

(1)教職員本人の同意
・取得目的を明確にして本人から提供を得る
・緊急かつ重要性を要する場合以外は、医療
機関等への情報提供も本人同意が原則

(2)産業保健ｽﾀｯﾌによる情報の取扱い
・個人情報の提供の範囲は必要最小限
・情報の取扱いは産業医や保健師等に限定し、
誤解や偏見を生まないよう慎重に

安心して相談

安全衛生
委員会 計画の見直し

□新たな医学的知見・社会情勢の動向
□国による新たな施策展開等◆心の健康づくり活動の評価基準

○病気休暇・休職者を除き、全員がストレスチェックを受検
○管理監督者対象のメンタルヘルス研修への１名以上
の参加
○休職者全体に占める精神疾患の割合

②ストレス対処法等の教育研修の充実
③セルフチェックの機会の提供と自主的な実施の勧奨
④相談窓口の周知徹底と相談しやすい環境づくり

①管理監督者に対する教育研修の充実
②産業保健スタッフや人事労務管理担当者による支援

① 産業保健スタッフの専門的知識や技術の向上

② 教職員健康相談室の機能強化と認知度の向上
③ ストレスチェックの適正な運用

① 復職支援システムの周知徹底
② 産業保健スタッフ等によるラインケアへの支援の強化
③ 外部機関によるケアとの連携強化

（２）ラインケア

・管理監督者と人事労務管理の連携
・管理監督者向けの研修を通じてラインケアをスキルアップ
・「管理職のための職場のメンタルヘルスハンドブック」の活用
・ストレスチェックの結果を踏まえた職場のストレス要因の軽減・除去

（１）セルフケア

・上司や同僚などとの良好な人間関係
・自らのストレスや心の健康状態を正しく認識
・ストレスに対処するための知識や方法を身につけ実践

（３）保健スタッフ等によるケア

・利用を拡大するための工夫

・相談業務にかかる技能の向上

（４）外部機関によるケア

・公立学校共済組合による相談事業等の資源の活用
・保健スタッフ等によるケアと外部機関によるケアとの連携

重層的
に推進

未然防止のための基本となる取り組みにもかかわらず、多くの教
職員に認識が不足

職場における必須機能であるが、有効に機能させるためには、管理
監督者にマネジメント能力が必要

教職員健康相談室は県庁内の設置であることから、利用が限定 専門的知見を活用するためには、産業保健スタッフが窓口とな
り、信頼関係と協力体制を築いておくことが必要

推進体制構築

（１）セルフケアの充実に向けたストレスへの

気づきと対処の知識・技法の普及

継続的
計画的

（2） ラインケアの機能強化に向けた教育研修の

充実と職場環境改善支援

(3)不利益な取扱いの防止
・本人の健康確保に必要な範囲で利用する
・解雇・退職勧奨、その他労働関係法令に
違反するような措置は行わない

（4）教職員復職支援システムのきめ細やかな運用（3）教職員健康相談室のセンター機能の充実・強化

平成24年２月策定
平成29年３月改定

・若手教職員を対象としたレジリエンスの強化につながる取組の実施

・巡回相談における対象者の拡充、休日相談の実施

①ワーク・ライフ・バランスの一層の充実

③ストレスチェック集団分析を踏まえた職場環境改善

令和 ４年３月改定

現状に基づき、評価基準を見直す

オンライン面談

特別巡回相談の実施

レジリエンス強化術

市町教委事務局との情報交換

○若手教職員の健康状態や教職員生活満足度


